
別紙１                  随意契約をすることができる場合に
                  該当することの説明書
	 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 により随意契約をすることができる場合
	今回の契約が左に該当することの説明

	　特定の者でなければ供給することができないものを調達するとき。
 
	１　調達する財産や役務等の内容及びその特殊性
　ＭＲＩ装置及びＸ線透視診断装置は、機器構造が複雑で、常に安定した状態を維持しなければならない繊細な装置である。整形外科や小児科の診断・治療を行うために必要不可欠な装置であるが、当センターにはそれぞれ１台ずつしか設置されておらず、この装置が故障等により使用できなくなった場合は診療に支障をきたしてしまうため、常に正常に使用できるよう定期的な保守点検が必要である。
　
２　特定の者以外の者が供給することができないことの説明。
　センターで保有しているＭＲＩ装置及びＸ線透視撮影装置は日立メディコ　（現 株式会社日立製作所）製であり、開発・設計・製造・保守を同社で一貫して行っている。
　同装置について、構造・機能に精通し、保守に必要な正規部品が製造元から供給を受けることができるのは、岐阜県内においては、（株）日立製作所の事業継承先である富士フイルムメディカル株式会社中部支社のみである。
よって同社以外では、確実な保守を完全に行うことができない。
　
　


  備考　この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。

